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第１章 はじめに 
 

１－１ 計画の趣旨 

 

（１）計画策定の背景 

南城市（以降、「本市」という。）は、ハンタ（比較的急峻な断崖）・丘陵地に

広がる森林や、イノー（礁池）が広がる珊瑚礁の海に代表されるように、自然環境

に恵まれています。また、世界遺産である斎場御嶽や、その他の東御廻り（琉球王

朝時代の聖地巡拝）に係る御嶽・グスク、琉球民族発祥の地として崇拝される久高

島など、多くの歴史・文化的な資源を有しています。 

このように、沖縄らしい恵まれた自然と、沖縄屈指の長い歴史・文化を背景とし

た美しく独特な景観は、「住み続けたくなる」「住みたくなる」「行ってみたくな

る」など、地域への誇りや愛着を醸成する原動力となったり、活気をもたらしたり、

南城市にとって大切な財産となるものと考えられます。また、その景観は、沖縄本

島中南部のなかでも突出した特徴であり、都市と自然・歴史・文化が調和した本島

中南部の発展を支える大きな役割を担っていると考えられます。 

しかしながら、社会経済情勢の変化や人々の多様な価値観を背景に、近年、経済

性のみを追求した建築や、周辺との調和に配慮の欠けた開発が目立ちはじめ、その

良好な景観が損なわれないか懸念されるようになってきました。 

こうしたなか、本市では、平成 19 年度より、無秩序な開発の抑制等に向けた都市

計画のあり方の検討に着手し、都市計画法に基づく特定用途制限地域や風致地区の

指定など、順次、具体的な施策を展開しているところです。また、平成 16 年 6 月

には、我が国で初めての景観に関する総合的な法律（景観法）が制定され、地方公

共団体が地域特性に応じた景観施策を積極的に展開できるようになるなど、国をあ

げて、良好な景観形成のための体制づくりが進められています。 
そこで、本市は、平成 21 年 4 月 1 日に景観法に基づく景観行政団体となり、都

市計画の方向性とも足並みを揃えて、積極的に景観行政（良好な景観形成に関する

計画の策定等）に取り組んでいくこととしました。 
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（２）南城市景観まちづくり計画の概要 

南城市景観まちづくり計画（以降、「本計画」という。）は、南城らしい美しく独

特な景観を守り、育み、次の世代に引き継ぐために、景観まちづくりの方向性を定

めるものです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本計画では、本市の景観の特性と課題を明らかにした上で、将来あるべき景観

像を定め、これを実現するために必要な行為制限等を定めています。 
また、行政だけでなく、市民や事業者も景観まちづくりの主体であることを認識

し、協働による良好な景観を実現できるよう、支援制度等についても定めています。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「景観まちづくり」とは･･･ 

景観は、景色と人々の様々な営みの関係によって形成されるため、良好な景観形

成は、その地域のまちづくりと切り離し難い部分があります。 

つまり、景観形成の取り組みは、まちづくりの一環として進めることが重要であ

り、本市では、景観形成の取り組み全体を「景観まちづくり」と呼ぶこととします。
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１－２ 計画の位置づけ 

（１）法的な位置づけ 

本計画は、景観法第8条第1項に基づき、景観行政団体となった市町村等が「景

観計画」として策定するものです。 
景観計画では、良好な景観の形成のために必要な事項を定めます。 
具体的には、下図のとおり、4つの必須事項に加え、必要に応じて5つの項目を

選択して整理します。必須事項としての「③良好な景観形成のための行為の制限

に関する事項」では、『届出対象』や『景観形成基準』を具体的に定めることにな

り、これらに沿った手続きが法的に義務づけられることになります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■景観計画に定める事項（法第 8条第 2 項） 

必須事項 選択事項（追加できる事項） 

①景観計画区域 

②景観計画区域における良好な景観形成に関する方針

③良好な景観形成のための行為の制限に関する事項 

④景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の方針

（指定の対象がある場合に限る） 

・屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する

物件の設置に関する行為の制限に関する事項

・景観重要公共施設の整備に関する事項 

・景観重要公共施設の占用等の基準 

・景観農業振興地域整備計画の策定に関する基

本的な事項 

・自然公園法の許可の基準 

 建築物の建築等 工作物の築造等 開発行為 

届出対象 
・建築面積○㎡以上 

・高さ○ｍ以上 等 

・築造面積○㎡以上 

・高さ○ｍ以上 等 

・開発面積○㎡以上  等 

景観形成 

基準 

以下の項目から選択し、内容を規定 

・形態又は色彩その他の意匠の制限 

・高さの最高限度または最低限度 

・壁面位置の制限または建築物の最低敷地面積 

以下の項目から選択し、内容を規定

・切土･盛土による法の高さの最高限度

・敷地面積の最低限度 

・木竹の保全･植栽が行われる土地

の面積の最低限度 

景観条例により規定 

■行為の制限に関する事項の内容（例示） 

図 景観計画の基本的な枠組み 

一定の行為について 

届出を義務づけ（法 16 条第 1項）

景観形成基準に適合しない場合は 

設計変更等を勧告（法 16 条第 3 項）
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（２）本市における位置づけ 

本計画は、第1次南城市総合計画で掲げられた将来像『海と緑と光あふれる南城市』

について、景観まちづくりを通じて実現すべく定めるものです。 

その内容としては、都市計画に係る部門別計画としての性格から、南城市都市計

画マスタープランに即すとともに、同プランに基づく具体的な取り組み（都市計画

法に基づく土地利用規制）との一体性を重視します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）計画の対象期間 

本計画は、上位・関連計画の改訂や、景観に大きな影響を与える状況変化（大規

模プロジェクトの具体化等）にあわせ、その都度、必要に応じて計画内容の見直し

を行うものとします。 
なお、上位・関連計画の改訂等が行われない場合においても、10年を目処に定期

的な見直しを行うものとします。

第 1 次南城市総合計画 

（策定年次:H19 目標年次:H29） 

南城市景観まちづくり計画 
＋南城市景観まちづくり条例（仮称） 

南城市都市計画マスタープラン 
（策定年次:H21 目標年次:H37） 

【行政上の総合的な指針】 

【分野別計画（都市計画）】 【分野別計画（その他）】 

南城市観光振興計画 
 （策定年次:H19 目標年次:H29） 

【都市計画に係る部門別計画】 

都市計画法 
・区域区分 

・地域地区(用途地域、

特定用途制限地域、風

致地区等) 

・地区計画 等 

その他の諸計画 

図 本計画の位置づけ 

南城市歴史文化基本構想 
 （策定年次:H22 目標年次:H32） 

その他の諸計画 

関係機関の計画 
・美ら島沖縄風景づくりの 

ためのガイドライン 

・美ら島沖縄風景づくり計画

・沖縄県景観形成ガイドライン

等
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（４）計画の対象区域（※景観法に基づく景観計画区域） 

市全域を本計画の対象区域とします。また、本市は、三方を海に囲まれ、離島

も有しており、本島から久高島への眺望など、海を含めた景観の捉え方もできる

ことから、周辺海域も対象区域に含めます。 

なお、以上は、景観法第8条第2項第1号に規定される「景観計画区域」として位

置づけるものです。景観計画区域では、一定の行為に対する届出の義務づけなど、

景観法に基づく各種制度を活用していくことになります。 

本市は、沖縄本島南部の東海

岸、県都那覇市から南東へ約

12km の位置にあります。 
市域は、東西 18km、南北 8km

の 広 が り を 持 ち 、 総 面 積 は

49.7km2 を有しています。 

図 沖縄県における本市の位置 

図 計画の対象区域 

（海域の範囲） 

・汀線界から 1km の範囲 

・知念半島北端と久高島北端を結んだ直線および奥武

島南端と久高島南端を結んだ直線に挟まれた範囲 

久高島 

奥武島 
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（５）計画の策定体制 

本計画の策定体制は、下図のとおりです。 
都市計画に係る部門別計画としての性格を踏まえ、平成19年度に発足した「都

市計画に関する議論体制」をベースとしています。また、市民の参加に加え、観

光客や事業者の意向聴取に努めていることも特徴です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 

策定部会 
関係課長級職員の計 14 名

で構成 

策定委員会 
副市長および部局長級職員

の計 9名で構成 

地域別まちづくり会議 
佐敷・知念・玉城・大里の市民

有志で構成（最大 80 名） 

【市民の議論の場】 

事務局 
（都市建設課） 

調整 

提案 

計
画
案
な
ど
の
作
成 

案･情報提供 

意見 

市 

民 

参加 

状況報告 

（随時） 

景観形成審議会 
学識経験者、市民（有識者）、ＮＰＯ、

副市長の計 11 名で構成 

案 意見 

提言 

参加 

市 長 

諮問 答申 

条例案上程 

南城市景観まちづくり計画 

一体的運用 

案の縦覧 

意見 

市民、事業者、観光客 

アンケート調査 

景観 100 選 等 

図 本計画の策定体制 

議論してきた内容 

・都市計画区域の再編 

・都市計画マスタープラン 

・地域地区（特定用途制限 

地域、風致地区等） 等 

【庁内の議論の場】 

都市計画に関する議論体制（H19 発足） 
「策定部会」、「策定委員会」、「地域別まちづくり会

議」、「都市計画審議会」で構成 

一体的検討 
メンバー・体制の共有

【様々な主体による議論の場】 

市議会

南城市景観まちづくり条例（仮称） 

策定 議決 
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まず、市全体の視点から現在の景観構造を大まかに捉えます。 
そして、これを踏まえつつ、地域区分を行い、市全体および地域それぞれの景観の

特性と課題を洗い出します。 
 

１－３ 計画の基本構成 

本計画は、大別して「南城市の景観特性」、「南城市景観まちづくり計画」および

「良好な景観まちづくりの進め方」の 3 段構成となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

南城市の景観特性 

一般地区 

●住居系地域 

●沿道･業務系地域 

●観光･リゾート系地域 

●自然･農業系地域 

重点地区 

●斎場御嶽一帯 

●島添大里グスク・西原集落一帯

●藪薩の浦原・新原集落一帯 

●ミントングスク・仲村渠集落一帯 

他 

現在の景観構造 

南城型の都市計画

景観の特性と課題 

■市全体の特性と課題 

■地域別の特性と課題 

地域区分 

一般地区 

●住居系地域 

●沿道･業務系地域 

●観光･リゾート系地域 

●自然･農業系地域 

南城らしい景観を成す要素 

自然 

景観 

伝統的

景観 
人と暮らし

の景観 

●自然景観 

●伝統的景観 

●人と暮らしの景観 

重点地区 

●斎場御嶽一帯 

●島添大里グスク・西原集落一帯 

●藪薩の浦原・新原集落一帯 

●ミントングスク・仲村渠集落一帯  

他 

地形的･面的な 
まとまり 

連続性･拠点性
からみた骨格 

眺望景観
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景観の将来像を掲げ、これを実現するための施策を次のように定めます。 
まず、景観の課題に対処するための景観まちづくり方針を市全体および地域毎に定め

ます。また、景観まちづくり方針に基づき、最低限守っていただくルール（景観形成基

準）を定めます。この際、景観法に基づく届出対象行為についても定めます。 
さらに、景観資源の保全・活用の方策として、景観法に基づく各種制度の活用方針を

定めます。屋外広告物に関する事項についても定めます。 

 

市民・事業者・行政の協働を基本とした景観まちづくりを推進するため、市民によ

る活動の促進・支援など、ソフト面での取り組みの方向性を定めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

南城市景観まちづくり計画 

人
々
に
癒
し
と
感
動
を
も
た
ら
す
美
し
い
景
観
の
ま
ち 

南
城 

暮
ら
し
の
な
か
で
自
然
・
歴
史
・
文
化
が
薫
り
、 

基本目標 
（将来像） 市全体の景観まちづくり方針 

●市全体の景観の骨格となる地形・

自然を保全します 

●海・山・空への眺望が効いた景観を

保全します 

●地域の暮らしに密着した自然・樹木

を保全します 

■
自
然
景
観 

●琉球王国最高の聖地としての風格

ある景観を保全します 

●伝統文化と美しさを感じる農漁村

景観を保全します 

●暮らしの知恵、信仰が生きる空間を

保全します 

■
伝
統
的
景
観 

●地域の景観と調和し、良好な景観形

成を牽引する公共事業を進めます 

●地域の景観や住環境の質を高める

街並みづくりを進めます 

●市民・事業者・行政の協働による景

観まちづくりを進めます 

■
人
と
暮
ら
し
の
景
観 

地域別の景観まちづくり方針 

景観資源の保全や活用の方策 

一般地区 重点地区 

●眺望景観の保全 

●配置 

●規模 

●形態意匠 

●色彩 

●緑化

建築物・工作物 

開発行為・その他 

●眺望景観の保全 

●方法 

●緑化     等 

景観形成基準 

届出対象行為 

景観重要樹木 景観重要建造物 景観重要公共施設 

屋外広告物に関する事項 

景観農業振興地域 

良好な景観まちづくりの進め方 

※届出対象に該当する場合は、景観形成基準を遵守 


